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一般社団法人　静岡県建設業協会会長　様

一般社団法人　静岡県建設産業団体連合会会長　様
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押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の

一部を改正する政令等の施行について（通知）

　このことについて、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令（令和２年政令第363号）及び押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第98号）が令和２年12月23日に公布されたことに伴い、建設業許可申請等の事務について、下記のとおり取り扱います（経営事項審査事務、解体工事業登録事務及び特定住宅瑕疵担保責任事務を含む）。

貴職におかれましては、本通知の趣旨について貴傘下の建設業者に周知していただきますようお願いします。

記

１　押印の廃止による原本証明の効果について

　　令和３年１月１日以降に申請及び届出があった書類については、申請者による記名があれば、原本であることを証明したものとみなすこととする。

なお、当該書類に虚偽があった場合は、行政処分等の対象とする。

２　申請者及び届出者の身分確認について

　　窓口においては、身分証明書等の提示を求め、申請者及び届出者の身分確認を行う。

なお、郵送においては、届出等控えあるいは預り証の送付をもって本人確認に代えるものとする。

３　廃業届（様式第22号の４）の提出について

　　廃業届については、郵送による提出を認めず、土木事務所窓口にて身分証明書等による確認を行った上で受理することとする。

４　申請書等の誤びゅう訂正について

　(1)　建設業課窓口における申請について
　　　申請者等（代理人及び代行申請者を含む。以下同じ。）による訂正印による訂正を認めず、後日真正な書類の提出を求めることとする（郵送、メールによる提出は可）。
　(2)　土木事務所建設業班窓口における申請について
　　　原則(1)と同じ取扱いとするが、簡易なもの（訂正印等で訂正を可とするものに限る）については、申請者等の印鑑を用いた訂正を認めることとする。
　　　なお、捨印による訂正は認めない。

　(3)　経営事項審査、解体工事業登録及び特定住宅瑕疵担保に関する事務について
　　　原則(2)と同じ取扱いとする。
以　　上
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